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徳島県立あすたむらんど（以下「あすたむらんど」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びその

範囲等は、この要求水準書に定めるところによる。

１ あすたむらんどの管理運営に関する基本的な考え方

あすたむらんどの管理運営については、次に掲げる基本的な考え方に沿って行うものとする。

（１）関係法令及び条例等の規定を遵守すること。

（２）あすたむらんどが、科学に関する体験及び人と人との交流の場を提供することにより、創造性豊

かな青少年の育成及び県民の余暇活動の充実に資することを目的として設置されたことを踏まえ、

この趣旨に沿った管理運営を行うとともに、利用者のサービスの向上及び利用促進に努めること。

（３）あすたむらんどの設置目的を踏まえた利用促進業務の実施により、年間来園者数40万人以上の確

保に努めること。

（４）効率的な管理運営を行い、管理運営経費の節減に努めること。

（５）利用者の意見を管理運営に反映させるとともに、利用者の平等かつ公平な利用を確保すること。

（６）施設の性能及び機能を維持し、利用者へのサービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ

快適に利用できるよう施設の保守管理を行うこと。

（７）業務上知り得た秘密の保持や個人情報の保護を徹底すること。

（８）環境に配慮した管理運営を行うこと。

（９）近隣住民や関係機関との良好な関係を維持すること。

２ 管理の基準

（１）休業日

休業日は毎週水曜日（祝日の場合は翌日、８月１２日～１５日の水曜日は除く。）とする。ただし、

必要があると認めるときは、事前に徳島県（以下「県」という。）の承認を得て、臨時に開園又は休

園することができる。

（２）供用時間

供用時間は午前９時３０分から午後５時までとする。（夏季（７月１日～８月３１日）の閉園時間

は午後６時とする。）ただし、子ども科学館及び吉野川めぐりについては、午前９時３０分から午後

４時３０分までとする。（夏季（７月１日～８月３１日）の閉館時間は午後５時３０分とする。）

ただし、特に必要があると認めるときは、事前に県の承認を得てこれを変更することができる。

（３）利用の許可

指定管理者は、徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）第

７条別表第１に掲げる施設を利用しようとする者に対し、利用の許可を行う。許可に際しては、平等

かつ公平な利用の確保に充分留意すること。
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指定管理者は、条例第８条の各号に該当するときは、利用の許可を拒むことができる。

指定管理者は、条例第９条の各号に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命

ずることができる。

３ 管理運営体制

管理運営業務を適正に実施するために、適正な職員を配置すること。

（１）総括責任者を専任配置すること。

（２）子ども科学館を管理運営するのにふさわしい教員資格（中学校理科、技術等）を有する者を専任

配置すること。

（３）防火管理者、危険物取扱者（甲種）など、法で定める有資格者を置くこと。

（４）各種業務の責任体制を確立すること。

（５）職員に対し研修を実施し、管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。

４ 業務の委託の制限

指定管理者が業務の全部を一括して、又は業務の主たる部分を第三者に委託又は請け負わせることを

禁ずる。ただし、指定管理者が事前に県の承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に委託又は請け負わ

せることができる。

５ 法令等の遵守

指定管理者は、業務の遂行に関連する法令等を遵守しなければならない。

事業の遂行にあたり、遵守すべき法令等は以下のとおり。

① 地方自治法

② 労働基準法はじめ労働関係法令

③ 徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

④ 徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

⑤ 徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例

⑥ 徳島県立あすたむらんど管理規則

⑦ 個人情報の保護に関する法律

⑧ 徳島県情報公開条例

⑨ 消防法、水道法、建築基準法その他施設又は設備の維持管理又は保守点検に関する法令

⑩ その他関連法令



- 3 -

６ モニタリングの実施

県は、指定管理者が行う業務の実施状況を把握し、良好な管理運営状況を確保するために、モニタリ

ングを実施する。

また、指定管理者は、施設の効果的かつ効率的な管理運営及びサービス向上の観点から、毎月セルフ

モニタリングを実施するとともに、業務の実施状況を定期的に報告すること。

詳細については、基本協定において定める。

（１）事業報告書等

指定管理者は、各年度の終了後３０日以内に、本件施設の管理運営業務の実施状況、利用状況等を

正確に記載した事業報告書及び本件施設の収支決算書を作成し、県に提出すること。

（２）月次報告書

指定管理者は、利用状況や事業計画書に記載した事業の実施状況等について、月次報告書として毎

月取りまとめ、翌月１０日までに県に提出すること。

（３）セルフモニタリング

指定管理者は、施設の効果的・効率的な管理運営及びサービス向上の観点から、毎月セルフモニタ

リングを実施して、その報告書を月次報告書等とともに県に提出すること。

（４）実地調査

県は、施設の適正な管理運営に期すため、指定管理者に対し、必要に応じて業務日誌の点検並びに

管理の状況、施設・設備及び各種帳簿等の実地調査を行う。

（５）監査対象

徳島県監査委員及び包括外部監査人により、地方自治法に基づく指定管理者に対する監査等が行わ

れる場合は、誠実な対応を行うこと。

７ 情報管理

（１）業務の実施を通じて知り得た情報

指定管理者、若しくは本業務の全部又は一部に従事する職員は、本業務の実施によって知り得た秘

密及び県の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはな

らない。

また、指定管理者の指定期間が満了し、又は指定が取り消され、若しくは従事者の職務を退いた後

においても同様とする。
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（２）個人情報

指定管理者は、指定管理業務を実施するに当たって個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いに十

分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報の保護を図

るため必要な措置を講ずること。

個人情報の漏えい等の行為には、個人情報の保護に関する法律に基づき罰則が適用される場合があ

ること。

必要な措置の詳細については、基本協定書において定めることとする。

（３）文書の管理

指定管理者は、管理運営業務に係る文書の適切な管理を行う必要がある。

８ 情報公開

徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例第１号）第２８条の規定に基づき、あすたむらんどの管

理運営業務に関する部分について、県民からの情報公開請求に対応できるように、指定管理者は、保有

する情報の公開に関する規程等（県民からの公開請求に対応できる制度）を設けなければならない。

９ 規程の制定

指定管理者は、管理運営業務の処理について規程を定めることができるとともに、申請に対する処分

を行おうとする場合は、徳島県行政手続条例（平成７年徳島県条例第４８号）に準じ、審査基準等の規

程を定めなければならない。これらの規程を制定し、又は改廃するときは、県の承認を受けなければな

らない。

１０ 危機管理対応

（１）安全管理・危機管理マニュアルの作成

指定管理者は、自然災害、人為災害、事故等のあらゆる非常事態に備え、あらかじめ対応マニュア

ルを作成し県に報告するとともに、職員を指導し、緊急時に備えた訓練を実施すること。

また、災害発生後、施設利用者が一時的に施設にとどまる可能性を想定した対応について検討を行

い、必要に応じマニュアルに定めておくこと。

（２）避難所・災害拠点等の開設・運営等への協力

指定管理者は、災害発生時における迅速な避難所・災害拠点等となった場合に備え、緊急時の連絡

体制や夜間・休日等施設が施錠されている際の解錠体制等、その開設・運営等に対し協力すること。
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（３）危機事象等の報告

指定管理者は、次の各号に該当する場合は、速やかに県に報告するとともに、その指示に従わなけ

ればならない。

ア 災害その他の事故により、負傷者等が発生したとき。

イ 災害その他の事故により、施設に係る県の財産が滅失したとき。

ウ 施設の利用を中止する必要が生じたとき。

エ その他業務実施上、不測の事態が生じたとき。

なお、警報の発令等により、県が被災状況を把握する必要がある場合においては、指定管理者は、

あすたむらんどにおける被災状況等を速やかに把握し、県への情報提供に協力すること。

１１ 施設の目的外使用許可

売店や自動販売機の設置、自主事業での使用等、施設の目的外使用許可については、県が行う。た

だし、自動販売機等に係る使用許可については、現状を原則として指定管理者に対し使用許可を行う

ものとする。施設の目的外使用許可の手続きが必要か否かについては、県と協議すること。なお、使

用許可に係る使用料については、県が指定する期限までに納めること。

１２ 各種保険

（１）火災保険

県が加入する。

（２）施設賠償責任保険

被保険者を県及び指定管理者とする賠償責任保険に加入し、当該保険料は指定管理者が負担する。

補償額については、下記以上の保険に加入すること。

１名あたり限度額２億円

１事故あたり限度額２０億円

１３ 指定管理料及び経理等について

（１）指定管理料の額

指定管理料の額（消費税及び地方消費税を含む。）は、収支計画書（様式１０－５）における固定

費、運営費及び維持管理費を合計した額から自主事業収入の額を控除し、提案した額を基本とする。
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（２）光熱水費等の支払い

光熱水費（電気、ガス、水道・下水道等）等については、「徳島木のおもちゃ美術館」（以下「木

のおもちゃ美術館」という。）との共用部分について一括して支払い、同指定管理者より応分の負担

額を請求することとする。

また、園内に設置している電力量計（小メーター）の月ごとの数値をとりまとめ、県の請求に応じ

て資料を提出すること。

（３）指定管理料の支払い

年度ごとに県と指定管理者が協議の上締結する年度協定に従い、指定管理者の請求に基づき、県が

支払う。

（４）管理運営業務に係る支出について

県の承諾を得た業務委託や修繕等の実施について、業者の選定にあたっては、競争原理を追求した

ものとなるよう、原則２者以上に相見積もりを行い業者を決定することとし、１者随意契約を行う際

は、業者選定理由を示すこと。

（５）帳簿及び会計証拠書類

指定管理者は、経理規定を策定の上、帳簿及び会計証拠書類を備え、適正に会計を処理するととも

に帳簿及び会計証拠書類は５年間保管すること。

１４ 原状回復義務

（１）指定期間の満了等による場合

指定管理者は、施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ県と協議すること。

また、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、県の指示す

るところにより、施設又は設備を現状に回復しなければならない。

（２）毀損滅失した場合

指定管理者は、施設及び設備を毀損滅失したときは、県の指示するところにより、施設又は設備を

現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

１５ 備品の管理

（１）県は、参考資料⑦「備品一覧」に記載する備品（以下「県有備品」という。）を無償で指定管理

者に貸与する。

（２）県有備品が経年劣化等により本業務の実施の用に供することができなくなった場合は、必要に応
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じて、県が当該備品を調達する。ただし、１件２０万円以下の県有備品の更新については、修繕費

として指定管理者が実施することとし、当該県有備品の所有権は県に帰属するものとする。

（３）指定管理者は、故意又は過失により県有備品を毀損滅失したときは、当該備品と同等の機能を有

するものを調達することとし、当該県有備品の所有権は県に帰属するものとする。

（４）指定管理者は、任意により県有備品以外の備品を調達し、本業務実施のために供することができ

ることとし、当該備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。ただし、当該備品のうちプラ

ネタリウムについては県に所有権が帰属するものとする。

１６ 業務の内容

指定管理者が行う業務の内容は次のとおりとし、各業務の詳細内容については、適宜、参考資料

①～⑫を参照のこと。

（１）施設の運営業務

ア 共通事項

（ア）業務の適正な履行のため、必要な職員を配置し、人員体制を確保すること。

（イ）職員の勤務形態は、あすたむらんどの運営に支障がないよう定めること。

（ウ）職員に対して、施設の管理運営に必要な研修並びに必要な知識、経験を積むことができる

研修等を実施すること。

イ 利用促進業務（県の委任業務のほか、指定管理者が自ら行う業務（自主事業）を含む。）

（ア）あすたむらんどの利用促進を図るため、普及啓発活動を行うこと。

（イ）自主事業（※）は、施設の設置目的に合致したものである必要があり、自主事業の実施に

あたっては、自ら必要な許可等を取得し、事前に県の承認を得ること。

（ウ）その他事業については、参考資料⑩「事業の実施に関する業務基準表」に記載した事業と

同程度のものは最低限実施すること。

（エ）木のおもちゃ美術館と連携して利用促進に取り組むこと。

（※）自主事業

自主事業とは、指定管理者が施設の利用促進を目的として自主的に行うイベント事業をいう。

特に企業協賛イベント、有料イベント等により指定管理料の負担軽減をすることも可能。

なお、自主事業は施設の設置目的に合致している必要があり、指定管理者が自主事業を行う場

合は、事前に県の承認を得ること。
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ウ 展示解説業務

子ども科学館を管理運営するのにふさわしい教員資格を有する者を専任配置し、学校教育に準

拠した展示物についての実演、解説、案内業務を実施すること。

エ 受付案内業務（接客対応、電話対応、団体対応、苦情対応等）

利用者が円滑に施設を利用できるよう、利用者本位の観点から受付案内業務を実施すること。

（２）施設の維持管理業務

ア 清掃業務

（ア）あすたむらんどの衛生的環境と美観の保持及び清潔かつ爽快な利用が確保できるよう、清

掃業務を実施すること。

（イ）日常清掃、定期清掃、特別清掃等の清掃内容による実施計画を作成、履行すること。

イ 施設警備業務

施設の秩序及び規律を維持し、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止する

ことにより、財産の保全を図るとともに利用者の安全を守ることを目的として業務を実施するこ

と。

ウ 設備運転管理等業務

施設の性能及び機能を維持し、利用者へのサービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全か

つ快適に利用できるよう、あすたむらんど内の電気設備、機械設備及び防災設備等について、適

切な設備維持管理計画のもとに運転、監視、点検、保守、部品の更新等を実施すること。

エ 展示物等常駐メンテナンス業務

（ア）施設の性能及び機能を維持し、利用者へのサービスが円滑に提供され、施設の利用者が安

全かつ快適に利用できるよう、展示物等について、適切な日常点検、定期点検、修繕等を実

施すること。

（イ）業務の対象となる展示物等は次のものをいう。

ａ 子ども科学館における展示物（プラネタリウムを除く）

ｂ 冒険の国及び探検の国における展示物

ｃ あさんライブミュージアムに係る展示物

ｄ 吉野川めぐりにおける展示物（水流装置及び運搬装置を除く）

オ 植栽管理業務

敷地内の植栽を適切に管理することにより、豊かで美しい施設環境を維持することを目的とし

て業務を行うこと。
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カ メーカー等発注業務

業務項目の詳細については、参考資料⑥「再委託業務一覧」を参照のこと。

キ 修繕業務

業務が円滑に遂行されるよう、施設の劣化を防止し、施設の機能及び性能を維持するため、計

画的な修繕及び発生した不具合の修繕等（大規模修繕以外の修繕）を実施すること。

指定管理者は、年間３，０５０万円（税込。消費税率10%前提。以下同じ。）までの範囲で、大

規模修繕（あすたむらんどの機能を変更することを目的とする修繕及び耐用年数を著しく延長す

ることとなる修繕をいう。）を除く、修繕費用を負担するものとする。県は上記に係る修繕費用

を指定管理料に含め、指定管理者に支払うものとする。なお、指定管理者が年間３，０５０万円

（税込）の範囲を超えて修繕を実施しようとする場合は、県と協議を行うこととし、当該修繕に

ついて県がその必要性を認める場合は、協議で決定した費用を指定管理料に含めて支払うものと

する。ただし、指定管理者の責めに帰すべき事由による施設の損傷等を修復するための費用につ

いては、別途指定管理者が負担するものとし、上記修繕費用には含まれない。

また、指定管理者が１件１０万円（税抜）を超える修繕を実施するに当たっては、事前に県と

協議の上、原則２者以上より見積書を徴収し、業者を決定するものとし、１者随意契約を行う際

には業者選定理由を示すこと。

上記にかかわらず、緊急対応が必要な場合は都度協議の上決定するものとする。

※維持管理費（施設警備費、施設運転管理費等）については、木のおもちゃ美術館との役割分担

及び費用負担が生じる。

（３）利用の許可に関する業務

ア 条例第７条の規定に基づき、利用の許可をすること。

イ 条例第８条の規定に基づき、利用の許可を拒否すること。

ウ 条例第９条の規定に基づき、利用の許可を取り消し又は利用の中止を命ずること。

（４）使用料の徴収に関する業務

ア 条例第１０条第１項別表第１及び第２項別表第２に掲げる施設を利用しようとする者から使用

料を徴収し、県の指示に従い県の指定する口座に振り込むこと。

イ 徳島県立あすたむらんど使用料減免要綱等県の指示に従い、使用料の減免、還付等に関する業

務を実施すること。

ウ 実施が決定された場合は、使用料の徴収事務に当たっての県の検査を受けること。

※使用料徴収事務の実施前までに、県から、地方自治法第２４３条の２に規定する「指定公金事

務取扱者」の指定を受ける必要がある。
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（５）その他管理運営に関し必要な業務

利用における予約管理については、「徳島県公共施設予約システム（パソコンやスマートフォンか

らインターネットを利用して、県の施設の予約確認等が行えるシステム）」を利用するなど、パソコ

ンやスマートフォンからインターネットを利用して、利用の申込みや空き状況の検索ができるよう、

利用者が公平に利用できる体制を確保すること。

１７ 県と指定管理者の役割分担

項 目 指定管理者 徳島県

① 利用許可に関すること ○

② 施設の目的外使用許可 ○

③ 施設設備の維持管理（清掃等を含む） ○

④ 機械設備の保守点検 ○

⑤ 敷地内の環境保全 ○

⑥ 安全衛生管理 ○

⑦ 物品の保管・管理 ○

⑧ 利用促進事業の企画、運営 ○

⑨ 施設設備の修繕 ○

⑩ 施設設備の大規模な修繕 ○

⑪ 事故、火災等による施設の損傷（事案による） ○ ○

⑫ 不可抗力、施設の瑕疵に基づく施設利用者の被災に対する責任 ○

⑬ 施設の管理上の瑕疵に基づく施設利用者の被災に対する責任 ○

⑭ 施設賠償責任保険加入 ○

⑮ 火災共済保険加入 ○

⑯ 包括的な管理責任 ○

※ただし、③④⑤については木のおもちゃ美術館管理部分も一括して契約し、同指定管理者

へ応分の負担額を請求する費用項目がある。

１８ 業務不履行時の手続き

指定管理者が管理運営サービス水準を満たしていないと県が判断したときは、以下の措置をとる。

（１）県は指定管理者に対し、改善措置を勧告し、指定管理者は改善計画書を提出する。

（２）県と指定管理者から構成される関係者協議会で改善計画書の妥当性を検討する。

（３）県はモニタリングにより改善計画書に従った業務の改善が認められているか判断する。

（４）県が改善が認められないと判断した場合、違約金相当額を指定管理料から減額する。違約金の設

定については、「徳島県立あすたむらんどの管理運営に関する基本協定書（案）」の別紙３「業務
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不履行時の手続」を参照すること。

（５）県は（１）から（４）を経ても、なお、業務の改善が認められないと判断した場合、又は、同一

の対象業務において連続して２回の違約金徴収措置を経た後、さらに違約金を徴収すべき事由が発

生した場合、指定管理者の指定を取り消し、又は、管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ず

ることができる。

１９ 協議

この要求水準書に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の内容及びその処理について疑義が生

じたときは、県と協議し、決定する。

参考資料① 施設配置図

参考資料② 過去３年間（令和４年度～令和６年度）の管理運営費の状況

参考資料③ 利用実績

参考資料④ 管理運営体制の状況（令和７年度現在）

参考資料⑤ 維持管理に関する業務基準表

参考資料⑥ 再委託業務一覧

参考資料⑦ 備品一覧

参考資料⑧ リース物件一覧

参考資料⑨ 行政財産の目的外使用許可の状況

参考資料⑩ 事業の実施に関する業務基準表

参考資料⑪ 安全確保等に関する業務基準表

参考資料⑫ 休園日・供用時間の変更一覧（令和６年度）


